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衛 生 主 管 部 ( 局) 長  殿

文部科学省 科学技術 学術 政策 局原 子力 安全課 長

厚 生 労 働 省 医 政 局 指 導 課 長

医療機 関 にお いて調剤 され る P E T 検 査薬等 の取扱 い につ い て

平成 1 7 年 9 月 1 3 日 付 けで 「放 射性 同位 元素等 に よる放射線 障害 の 防止 に

関す る法律施行 令 第 1 条 第 4 号 の栗 物 を指 定す る告示 」 ( 平成 1 7 年 文 部 科 学

省告示第 1 4 0 号 ) ( 別 添 1 ) に よ り、 医療 法施 行 規則 ( 昭和 2 3 年 厚 生省 令

第 5 0 号 ) 第 2 4 条 第 7 号 に規 定す る陽 電 子 断層 撮 影 診 療 用 放 射 性 同位 元 素

( 治療 又 は診 断 のた めに医療 を受 け る者 に対 し投 与 され る薬 物 で あつて 、 当該

治療 又 は診 断 を行 う病 院又 は診 療所 にお いて調剤 され る もの に限 る。 以 下 「P

E T 検 査薬 」 とい う。 ) が 放射性 同位 元素等 に よる放射 線 障害 の防止 に 関す る

法律施 行令 ( 昭和 3 5 年 政令 第 2 5 9 号 ) 第 1 条 第 4 号 に規 定す る薬 物 に指 定

され 、 P E T 検 査薬 につ い ては、放射性 同位 元 素等 に よる放 射線 障害 の 防止 に

関す る法律 ( 昭和 3 2 年 法律第 1 6 7 号 。 以 下 「障 防法 」 とい う。 ) の 適 用 を

受 けない こ ととされ た ところで あ る。

なお 、サイ ク ロ トロン装置等 に よ り製造 され る ところか ら合成 装置 に よ り合

成 され 、診 療 に用 い るた めに、医療 法施 行規則 第 3 0 条 の 8 の 2 で 規 定 され る

陽電子 断層撮 影診 療 用放射性 同位 元 素使 用室 内 に搬 入 され る時点 まで の P E T

検 査薬 の原材 料 等 につ いて は、従前 同様 、障 防法 の適 用 を受 け る もの で あ る こ

とに留意 され たい。

つ い ては、御 了知頂 くとともに、管 下 医療機 関 に周 知 方 お願 いす る。
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院内において調剤 されるPET検 査薬等の法令上の整理

内院

陽電子断層撮影診療用
放射性同位元素使用室

陽電子断層撮影診療用

放射性同位元素 (※)

使用等の過程で生じた放射性廃棄物

( 医 療 用 放 射 性 汚 染 物 )

診療に用いるために陽電子断層撮影診療用放射性

同位元素使用室に搬入された以降は医療法で管

製造等の過程で生じた放射性廃棄物

製造等から、診療に用いるために陽電子断層

撮影診療用放射性同位元素使用室に搬入さ

るまでは障防法で管理

※ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素 とは

研究用のもの等は該当しない (根拠法令 :

「診療に用いるもの」であ り、

医療法施行規則第 24条 第 7号 )


